
 

1 

 

業務委託契約書 

 

株式会社インテージ（以下「当社」という。）と署名者欄に記載の個人（以下「受託者」

という。）は、当社の業務の委託に関して、以下のとおり業務委託契約（以下「本契約」と

いう。）を締結する。 

 

第 1 条（目的） 

1. 当社は、本契約に基づき、第 2 条に定める内容の業務（以下「本業務」という。）を受

託者に委託し、受託者はこれを受託する。 

2. 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、別途書面（電磁的方法を含む。以下同じ。）

による合意のない限り、当社及び受託者間の本業務に関する一切の取引に適用される。 

 

第 2 条（委託業務） 

当社が受託者に委託する本業務は、次の各号に定める業務とし、その具体的内容は、別紙

「ショピレコ調査へのご参加について」に定めるものとする。 

(1) 当社が実施するショピレコ調査（以下「本継続型アンケート」という。）に参加するモ

ニター（以下、「被紹介者」という。）の紹介 

(2) 被紹介者の本継続型アンケートへの参加及びデータ送信のサポート 

(3) その他前記各号に附帯関連する一切の業務 

 

第 3 条（業務の独立性） 

受託者は、本業務の遂行にあたり、自らの裁量により業務を行い、当社の指揮監督を受けな

いものとする。また、本契約は雇用契約ではなく、労働基準法その他労働関係法令の適用を

受けないことを当社及び受託者は確認する。 

 

第 4 条（被紹介者） 

受託者が当社に紹介する被紹介者の条件は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 受託者の子供で、15 歳～19 歳の男女であること。（2006 年 4 月～2010 年 3 月生まれ） 

(2) 当社のアンケート調査モニターであるキューモニター（以下「キューモニター」とい

う。）及び本継続型アンケートにモニター登録していないこと。 

(3) 被紹介者が利用するスマートフォンが、当社の指定する推奨環境に該当していること。 

 

第 5 条（対価） 

１．当社は、受託者に対し、本業務に対する対価として、金 5,000 円を、対象月のデータ

送信確認後に受託者が発行する請求書受領後、受領月の翌月末日までに、受託者の指

定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、次の各号に定める

条件をすべて満たすことを条件とする。 
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(1) 被紹介者が、第 4 条（被紹介者）に定める条件をすべて満たしていること 

(2) 被紹介者が、当社が別途指定する招待 URL からキューモニター登録及び本継続型ア

ンケートの参加登録を行なっていること 

(3) 被紹介者が本アンケートの参加に利用するスマートフォンが、当社が別途指定する推

奨環境に該当していること。 

(4) 被紹介者が、当社の定める期間(2026 年 1 月 12 日）内に本継続型アンケートの募集ア

ンケートに回答完了していること。 

(5) 被紹介者が、本継続型アンケートのデータを対象月の間に送信したことが、当社側で

確認できること。ただし、2025 年 12 月は本継続型アンケート開始のためのセットア

ップ・テスト期間とし、対象月としない。 

(6) 本継続型アンケートのデータ送信があった場合に、受託者が、当社が別紙で指定する

期日までに当社宛に請求書を送付していること。 

2. 当社は、前項の業務委託費とは別に、被紹介者に対して通常謝礼を支払う。通常謝礼は、

被紹介者のデータ送信が確認できた場合、確認日から翌々週中にキューモニターポイン

トにて支払うものとする。 

 

第 6 条（報告等） 

1. 受託者は、当社の求めに応じて、本業務の遂行状況その他当社が求める事項を必要な範

囲で当社に報告しなければならない。 

2. 受託者は、本業務の遂行に際し、本契約期間中に本業務を遂行することができないこと

が判明した場合、直ちに当社に報告しなければならない。 

 

第 7 条（再委託の禁止） 

受託者は本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

 

第 8 条（秘密保持義務） 

1. 当社及び受託者は、本業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務

上の一切の情報（以下「秘密情報」という。）を厳に秘密として保持し、相手方の事前

の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行

のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。なお、秘密情報の開示の方法は、

書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM 等の電磁的媒体等その態様を問わない。 

2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該

当しない。 

(1) 開示を受けた際、既に公知となっている情報 

(2) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

(3) 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報 

(4) 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報 

(5) 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報 
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3. 第 1 項の規定にかかわらず、当社及び受託者は、以下の各号のいずれかに該当する場合

には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。 

(1) 当社及び受託者が、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士

等に対して、本業務遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、

開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を

法令又は契約に基づき負担する場合に限る。 

(2) 当社及び受託者が、法令等（金融商品取引所の規則を含む。）の規定に基づき、政

府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求

又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、

かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に（それが

法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに）通知しなければならない。 

4. 本条の規定は本契約終了後もなお有効に存続する。 

 

第 9 条（契約期間） 

本契約の有効期間は、2025 年 12 月 1 日から 2026 年 5 月 31 日までとする。 

 

第 10 条（不可抗力） 

当社及び受託者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行そ

の他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。 

 

第 11 条（解除） 

1. 当社又は受託者は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告

をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は

一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が

本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

2. 当社又は受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときには何らの催告を要し

ないで直ちに本契約及び当社及び受託者間の別の契約（以下「本契約等」という。）の

全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに

帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。 

(1) 本契約等に定める条項につき重大な違反があったとき。 

(2) 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一

部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は

当該一部に限る。 

(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。 

(4) 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達する

ことができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。 
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(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処

分を受けたとき。 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を

受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき。 

(7) 支払停止、支払不能に陥ったとき。 

(8) 自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき。 

(9) 資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編

その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。 

(10) 公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があ

ったとき。 

(11) 解散し、又は事業を廃止したとき。 

(12) 信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当事者間の信頼関係が損なわれ、

本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。 

(13) 代表者又は受託者本人が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になった

とき。 

(14) 監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたと

き。 

(15) その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき。 

3. 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。 

 

第 12 条（反社会的勢力の排除） 

1. 当社及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。 

(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団

員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これら

に準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）に該当しないこと。 

(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。 

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。 

(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると

認められる関係を有しないこと。 

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。 

2. 当社及び受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約す

る。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
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(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 当社又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢

力若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する

行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手

方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約等を解除することができる。 

4. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、

解除により相手方が被った損害を賠償する。 

5. 第 3 項の規定により本契約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生

じたときでも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。 

 

第 13 条（管轄裁判所） 

本契約に関する当事者間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所と

する。 

 

第 14 条（協議解決） 

本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場

合、当社及び受託者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図る。 

 

本契約の締結を証するため、電磁的記録によって本書を作成し、当社および受託者は合意
のうえ電子契約サービスにより電子署名を施し、各自保管する。 

 

2025 年 12 月 1 日 

 

（当社） 

東京都千代田区神田練塀町３番地 インテージ秋葉原ビル 

株式会社 インテージ 

エクスペリエンス・デザイン本部  

本部長  吉田 祐介 

 

（受託者） 

署名者欄記載の通り 

 


